
令和３年４月２８日  

 

保護者の皆様へ 

大阪市立新生野中学校 

校 長  山本 義彦 

 

 

今後の学校園における対応について 

 

 

保護者の皆様におかれましては、平素より本市の教育活動にご理解ご協力をいただきありがとうご

ざいます。 

さて、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続き、政府が大阪を対象に「緊急事態宣言」を発出

し、みなさまに更なる感染拡大防止の取組をお願いしているところです。 

つきましては、本市としましても、徹底した感染症防止対策を講じるとともに、生徒の健やかな学

びの保障や心身への影響の観点等を踏まえ、教育活動を継続しております。 

４月２６日（月）より実施しております、「午前：家庭学習、午後：学校で給食と学習」の対応を５

月１１日（火）までの緊急事態宣言期間中、継続させていただきます。４月中の対応からの変更はあ

りません。 

ご理解・ご協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。 

なお、新型コロナウイルスに係る対応については、今後変更が生じる場合がありますので、ご承知

おきください。 

 

記 

 

○ 緊急事態宣言の期間中における生徒の学習活動について 

 

・１～４時限目の時間は、家庭にて、プリント学習やＩＣＴを活用した学習を行います。 

 

・家庭における学習終了後、１１時４５分～１２時の間に登校し、健康状態の確認を行います。

その後、給食を喫食します。 

 

・５、６時限目の時間帯は、学校にて、家庭で学習した内容を深める学習や授業などを行います。 

 


